
様
式
第
３
主
要
な
配
賦
対
象
の
費
用
項
目

様
式
第
３
［
同
左
］

主
要
な
配
賦

対
象
の
費
用

項
目

当
該
費
用
項

目
の
費
用

（
単
位
：
円
）

当
該
費
用
項

目
の
配
賦
基

準

当
該
配
賦
基

準
の
具
体
的

な
比
率

当
該
配

賦
基
準

を
採
用

す
る
理

由
等

主
要
な
配
賦

対
象
の
費
用

項
目

当
該
費
用
項

目
の
費
用

（
単
位
：
円
）

当
該
費
用
項

目
の
配
賦
基

準

当
該
配
賦
基

準
の
具
体
的

な
比
率

当
該
配

賦
基
準

を
採
用

す
る
理

由
等

施
設
保
全
費

施
設
保
全
費

減
価
償
却
費

減
価
償
却
費

通
信
設
備
使
用
料

（
記
載
上
の
注
意
）

（
記
載
上
の
注
意
）

［
１
～
３
略
］

［
１
～
３
同
左
］

４
「
当
該
費
用
項
目
の
配
賦
基
準
」
の
欄
に
固
定
資
産
価
額
比
（
固
定
資
産
の
取
得
価
額
を
用
い
て
算
出
し
た












































も
の
に
限
る
。）を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
当
該
固
定
資
産
価
額
比
の
算
出
に
用
い
た
無
形
固
定
資
産
の
取
得
価













































額
の
総
額
を
欄
外
に
記
載
す
る
こ
と
。


















［
新
設
］

５
「
当
該
費
用
項
目
の
配
賦
基
準
」
の
欄
に
固
定
資
産
価
額
比
を
記
載
し
、
当
該
固
定
資
産
価
額
比
の
算
出
に












































お
い
て
一
部
の
固
定
資
産
の
み
を
用
い
る
場
合
に
は
、
当
該
算
出
に
用
い
た
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
区
分













































名
又
は
固
定
資
産
項
目
名
を
「
当
該
費
用
項
目
の
配
賦
基
準
」
の
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。





































［
新
設
］

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
配
賦
整
理
書
（
同
令
第
五
条
に
規
定
す
る
配
賦
整
理
書
を
い
う
。）か
ら
適
用
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。

金
融
商
品
取
引
法
及
び
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
七
条
の
二

使
用
者
は
、
労
働
者
の
同
意
を
得
た
場
合
に
は
、
賃
金
の
支
払
に
つ
い
て
次
の
方
法
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
、
当
該
労
働
者
が
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲

げ
る
方
法
に
よ
る
賃
金
の
支
払
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、

第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
た
上
で
、
当
該
労
働
者
の
同
意
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
の
二

使
用
者
は
、
労
働
者
の
同
意
を
得
た
場
合
に
は
、
賃
金
の
支
払
に
つ
い
て
次
の
方
法
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
、
当
該
労
働
者
が
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲

げ
る
方
法
に
よ
る
賃
金
の
支
払
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、

第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
た
上
で
、
当
該
労
働
者
の
同
意
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
八
号

金
融
商
品
取
引
法
及
び
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
、

消
費
生
活
共
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
号
）
第
五
十
条
の
十
四
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
百
十
条
、
国
民
年
金
基
金
令
（
平
成
二
年
政
令
第
三
百
四
号
）
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五

号
ロ
並
び
に
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
四
号
）
第
四
十
四
条
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
商
品
取
引
法
及
び
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行

に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





二

当
該
労
働
者
が
指
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。

以
下
「
金
商
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
商
法
第
二
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
に
限
り
、
金
商
法
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
八
項
に
規

定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
及
び
金
商
法
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
七
項
に
規
定
す
る
非
上
場

有
価
証
券
特
例
仲
介
等
業
者
を
除
く
。）を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
対
す
る
当
該
労
働
者
の

預
り
金
（
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）へ
の
払
込
み

二

当
該
労
働
者
が
指
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。

以
下
「
金
商
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
商
法
第
二
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
に
限
り
、
金
商
法
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
九
項
に
規

定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
を
除
く
。）を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
対
す
る
当

該
労
働
者
の
預
り
金
（
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）へ
の
払
込
み

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

（
消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
大
蔵
省
令
、
法
務
庁
令
、
厚
生
省
令
、
農
林
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
長
期
共
済
事
業
を
実
施
す
る
組
合
の
資
産
運
用
の
方
法
）

（
長
期
共
済
事
業
を
実
施
す
る
組
合
の
資
産
運
用
の
方
法
）

第
二
百
一
条

長
期
共
済
事
業
（
共
済
事
業
の
う
ち
共
済
期
間
が
一
年
を
超
え
る
共
済
事
業
（
責
任
共
済
等
の
事

業
を
除
く
。）を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
行
う
組
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
「
長
期
共
済
事
業
組
合
」
と
い
う
。）の
財
産
で
あ
つ
て
共
済
事
業
に
属
す
る
資
産
の
運
用
に
つ
い
て
の
法

第
五
十
条
の
十
四
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

第
二
百
一
条

長
期
共
済
事
業
（
共
済
事
業
の
う
ち
共
済
期
間
が
一
年
を
超
え
る
共
済
事
業
（
責
任
共
済
等
の
事

業
を
除
く
。）を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
行
う
組
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
「
長
期
共
済
事
業
組
合
」
と
い
う
。）の
財
産
で
あ
つ
て
共
済
事
業
に
属
す
る
資
産
の
運
用
に
つ
い
て
の
法

第
五
十
条
の
十
四
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
、
労

働
金
庫
連
合
会
、
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融

商
品
取
引
業
を
行
う
者
（
同
法
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業

者
及
び
同
法
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
七
項
に
規
定
す
る
非
上
場
有
価
証
券
特
例
仲
介
等
業
者
を
除
く
。）に

限
る
。）、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社
及
び
短
資
業
者
に
対
す
る
有
価

証
券
の
貸
付
け

九

銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
、
労

働
金
庫
連
合
会
、
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融

商
品
取
引
業
を
行
う
者
（
同
法
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業

者
を
除
く
。）に
限
る
。）、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社
及
び
短
資
業
者

に
対
す
る
有
価
証
券
の
貸
付
け

十
〜
十
二

（
略
）

十
〜
十
二

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
国
民
年
金
基
金
及
び
国
民
年
金
基
金
連
合
会
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
民
年
金
基
金
及
び
国
民
年
金
基
金
連
合
会
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
年
厚
生
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
資
産
の
保
管
）

（
資
産
の
保
管
）

第
五
条

基
金
の
資
産
の
保
管
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

基
金
の
資
産
の
保
管
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

有
価
証
券
は
、
銀
行
、
信
託
会
社
（
法
第
百
二
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
信
託
会
社
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）、
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
若
し
く
は
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
（
同
法
第
二
十

九
条
の
四
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
及
び
同
法
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第

七
項
に
規
定
す
る
非
上
場
有
価
証
券
特
例
仲
介
等
業
者
を
除
く
。）に
限
る
。）に
保
護
預
け
を
し
、
社
債
、
株

式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
規
定
す
る
振
替
口
座
簿
へ
の
記
載
若
し

く
は
記
録
を
し
、
又
は
日
本
銀
行
に
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

有
価
証
券
は
、
銀
行
、
信
託
会
社
（
法
第
百
二
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
信
託
会
社
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）、
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
若
し
く
は
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
（
同
法
第
二
十

九
条
の
四
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
を
除
く
。）に
限
る
。）に
保
護
預
け
を

し
、
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
規
定
す
る
振
替
口
座
簿

へ
の
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
、
又
は
日
本
銀
行
に
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）
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（
令
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
融
機
関
等
）

（
令
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
融
機
関
等
）

第
十
四
条
の
二

令
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条
の
二

令
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

銀
行
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
信
用
金
庫
、
信
用
金
庫
連
合

会
、
労
働
金
庫
、
労
働
金
庫
連
合
会
、
信
用
協
同
組
合
、
信
用
協
同
組
合
連
合
会
、
農
林
中
央
金
庫
、
農
業

協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、水
産
加
工
業
協
同
組
合
、

水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
、
信
託
会
社
、
保
険
会
社
、
無
尽
会
社
、
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品

取
引
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
投
資
運

用
業
を
行
う
者
（
同
法
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
及
び

同
法
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
七
項
に
規
定
す
る
非
上
場
有
価
証
券
特
例
仲
介
等
業
者
を
除
く
。）に
限
る
。）

及
び
貸
金
業
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
八
十
一
号
）
第
一
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
者
（
以

下
「
短
資
業
者
」
と
い
う
。）で
あ
っ
て
、
日
本
国
内
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人

一

銀
行
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
信
用
金
庫
、
信
用
金
庫
連
合

会
、
労
働
金
庫
、
労
働
金
庫
連
合
会
、
信
用
協
同
組
合
、
信
用
協
同
組
合
連
合
会
、
農
林
中
央
金
庫
、
農
業

協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、水
産
加
工
業
協
同
組
合
、

水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
、
信
託
会
社
、
保
険
会
社
、
無
尽
会
社
、
金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品

取
引
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
投
資
運

用
業
を
行
う
者
（
同
法
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
を
除

く
。）に
限
る
。）及
び
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
八
十
一
号
）
第

一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
者
（
以
下
「
短
資
業
者
」
と
い
う
。）で
あ
っ
て
、
日
本
国
内
に
本
店
又
は
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
法
人

二

金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を

行
う
外
国
法
人
（
同
法
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
及
び

同
法
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
七
項
に
規
定
す
る
非
上
場
有
価
証
券
特
例
仲
介
等
業
者
を
除
く
。）に
限
る
。）

二

金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を

行
う
外
国
法
人
（
同
法
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
を
除

く
。）に
限
る
。）

（
有
価
証
券
の
貸
付
け
）

（
有
価
証
券
の
貸
付
け
）

第
十
四
条
の
五

（
略
）

第
十
四
条
の
五

（
略
）

２

令
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
人
は
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央

金
庫
、
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
、
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
、
金
融
商

品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
（
同

法
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
及
び
同
法
第
二
十
九
条
の
四

の
四
第
七
項
に
規
定
す
る
非
上
場
有
価
証
券
特
例
仲
介
等
業
者
を
除
く
。）に
限
る
。）、
同
法
第
二
条
第
三
十
項

に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社
及
び
短
資
業
者
と
す
る
。

２

令
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
人
は
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央

金
庫
、
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
、
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
、
金
融
商

品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
（
同

法
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
を
除
く
。）に
限
る
。）、
同
法

第
二
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社
及
び
短
資
業
者
と
す
る
。

（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
有
価
証
券
の
貸
付
け
）

（
有
価
証
券
の
貸
付
け
）

第
七
十
七
条

（
略
）

第
七
十
七
条

（
略
）

２

令
第
四
十
四
条
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
人
は
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
株
式
会

社
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
、
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
、金
融
商
品
取
引
業
者（
金

融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
（
同
法
第
二
十
九
条
の

四
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
及
び
同
法
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
七
項
に
規

定
す
る
非
上
場
有
価
証
券
特
例
仲
介
等
業
者
を
除
く
。）に
限
る
。）、
同
法
第
二
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
証
券

金
融
会
社
及
び
短
資
業
者
と
す
る
。

２

令
第
四
十
四
条
第
二
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
人
は
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
株
式
会

社
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
、
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
、金
融
商
品
取
引
業
者（
金

融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
（
同
法
第
二
十
九
条
の

四
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
を
除
く
。）に
限
る
。）、
同
法
第
二
条
第
三
十
項

に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社
及
び
短
資
業
者
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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